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【事務・事業の見直し】

事務・事業 講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01 航空機操縦士養

受益者負担の

成事業

拡大 22年度から実施

　卒業生は基本的に全員が民間
養成の際に多くの経費を要して
担する割合を平成23年度から増
いて次期中期計画において示す
　また、その際、航空会社間の
入する。

航空会社
いる実態
加させる
。
負担が公

に就職している実態や、操縦士の
を踏まえ、航空会社及び学生が負
こととし、その具体的な内容につ

平なものとなるような仕組みを導

1a

　航空会社及び学生の負担割合を平成27年度までに大学校の訓練の実施に直接必要となる経費の２分の１に相当する額（総経
費の約３割程度）まで増加させること、また、航空会社間の負担が公平なものとなるような仕組みについて、中期計画に盛り
込んだところであり、現在、これに沿って航空会社による負担が行われている。（平成23年度約5.8億円、平成24年度約6.5億
円）

私立大学の養成課程への協力 22年度から実施
　航空機操縦士の養成における
成機関における航空機操縦士の
機関への技術支援を着実に実施

民間参入
養成が安
する。

拡大のため、私立大学等の民間養
定的になされるように、民間養成 2a

　引き続き、私立大学等の民間養成機関の意見を踏まえた訓練教官の育成支援、学科及び実技に関する標準となるような教材
の作成、航空大学校が保有する訓練ノウハウの提供等の技術支援を民間養成機関に対し実施している。
　平成23年度においては、東海大学と操縦士養成に関する協定を締結し、東海大学が行うエアラインパイロットとして即戦力
となりうる学生の養成をさらに強化するために、新たにＣＲＭ、ＴＥＭの教材を共同で作成する等、教材作成のノウハウの伝
承という技術支援を行った。
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